
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『活動助成事業』について 

 

対 象：仁尾在住の 3人以上のグループ 

（年齢不問 ※学生の場合は親の同意が必要） 

助成額：１グループにつき上限 10万円まで 
 

★ 申請希望の方や興味のある方 ★ 
 

どんなことでも構いませんので、まずは まちづくり推進隊仁尾事務局 

（市民センター仁尾 1階 ☎８２-５２０７）までお問合せ下さい。 

この事業は、地縁団体等が実施するまちづくり活動や、地域を活性化させる為に団体等が 

開催するイベント等、ユニークな活動に対して最大 10 万円を助成するものです。 

例えば…地域の人達と夕涼み会やカラオケ大会を開催したい、 

里山の整備や清掃活動をしたい等、地域を盛り上げる活動を対象としています。 


